
　　　　　　　

○ 融資限度額
財形貯蓄残高の10倍（最高 4,000万円）

○ 貸付金利（5年間固定）
年0.91％（平成26年7月1日現在）

○ 償還期間
35年以内

※勤労者財産形成促進制度の詳細については、こちらをご覧ください。

（厚生労働省ホームページ） http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/index.htm

年齢要件なし

勤 労 者 財 産 形 成 促 進 制 度

財形持家融資制度

勤労者が、給与からの天引きにより長期間にわたって定期
的に貯蓄

一般財形貯蓄

独立行政法人勤労者退職金共済機構等が財形貯
蓄取扱機関から資金を調達（財形貯蓄総残高の
１／３が限度）して融資

貯蓄開始は55歳未満

勤 労 者 財 産 形 成 促 進 制 度 の 概 要

財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄

財形貯蓄を１年以上行っている勤労者に対し
て、住宅の建設・購入又は改良のための資金を
融資

財形貯蓄取扱機関

銀行、証券、生保、損保等

財形持家融資

財形貯蓄制度

住宅の取得、増改築
等を目的とする貯蓄

60歳以上の年金支払
いを目的とする貯蓄

使途を限定しな
い貯蓄

利子等は課税

元利合計550万円（財形年金貯蓄のうち、
生命保険、損害保険等の契約については
払込みベースで385万円）まで利子等は非
課税。財形年金貯蓄は、退職後も非課
税。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/index.htm

